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ご
み
処
理
の
広
域
化
と
は
、
現
在
、
各

市
で
処
理
し
て
い
る
ご
み
を
、
自
治
体
の

枠
を
超
え
て
、
一
カ
所
で
処
理
す
る
こ
と

で
す
。

　
現
在
、
恵
那
と
中
津
川
の
両
市
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ご
み
処
理
施
設
が
あ
り
ま
す

が
、
ど
ち
ら
も
供
用
開
始
か
ら
２０
年
以
上

が
経
ち
、
老
朽
化
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に

同
時
期
に
更
新
を
迎
え
ま
す
。

　
一
方
で
、
国
な
ど
は
ご
み
処
理
施
設
の

広
域
化
・
集
約
化
を
勧
め
て
い
る
た
め
、

両
市
で
も
、
広
域
化
に
向
け
て
話
し
合
い

を
始
め
ま
し
た
。

　
広
域
化
の
事
務
は
、
中
津
川
・
恵
那
広

域
行
政
推
進
協
議
会
を
母
体
に
行
う
こ
と

と
し
、
同
協
議
会
内
に
環
境
部
会
を
設
置

し
ま
し
た
。

　
令
和
２
年
７
月
１
日
、
東
濃
５
市
で
組

織
す
る
東
濃
地
域
廃
棄
物
処
理
事
業
対
策

協
議
会
幹
事
会
で
「
広
域
化
を
協
議
す
る

べ
き
」
と
判
断
。
以
降
、
中
津
川
・
恵
那

広
域
行
政
推
進
協
議
会
の
政
策
会
議
で
勉

強
会
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　
そ
し
て
令
和
４
年
３
月
２８
日
、
両
市
は

ご
み
処
理
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本

合
意
書
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
２
年
２
月

•

中
津
川
・
恵
那
広
域
行
政
推
進
協

議
会
内
に
専
門
部
会
「
環
境
部
会
」

を
設
置
。

令
和
２
年
７
月

•

広
域
化
を
協
議
す
る
べ
き
と
両
市

が
判
断
。

令
和
３
年

•

基
本
合
意
に
向
け
、
勉
強
会
を
重

ね
る
。

令
和
４
年
３
月

•

基
本
合
意
書
を
締
結
。

令
和
４
年
５
月

•

広
域
化
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

や
委
託
業
務
内
容
を
協
議
。

令
和
５
年
１
月

•

施
設
整
備
方
針
検
討
の
た
め
の
調

査
業
務
の
中
間
報
告
を
受
け
る
。

令
和
５
年
１
月

•

先
進
地
視
察
（
京
都
市
）

令
和
５
年
５
月

•
建
設
候
補
地
選
定
に
向
け
た
判
断

基
準
の
イ
メ
ー
ジ
を
検
討
。

令
和
５
年
７
月

•

先
進
地
視
察
（
下
呂
市
）

令
和
５
年
１０
月

•

今
後
の
進
め
方
な
ど
を
協
議
。

•

先
進
地
視
察
（
滋
賀
県
草
津
市
）

■
今
後
の
予
定

•

全
体
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
策
定

•

基
本
構
想
・
基
本
計
画
の
策
定

•

建
設
候
補
地
の
選
定

•

一
部
事
務
組
合
の
設
立

•

令
和
１５
年
度
稼
働

　
基
本
合
意
書
締
結
後
は
、
環
境
部
会
を

開
催
す
る
と
と
も
に
、
広
域
化
の
進
め
方

の
課
題
や
事
例
を
学
び
つ
つ
、
先
進
地
や

最
新
施
設
を
見
学
。
今
後
の
施
設
建
設
に

生
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
知
識
を
習

得
し
な
が
ら
、
協
議
を
重
ね
て
い
ま
す
。

　
新
た
な
ご
み
処
理
施
設
の
建
設
や
維
持

管
理
、
運
営
に
は
、
大
き
な
費
用
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
ご
み
処
理
を
広
域
化
し
、

恵
那
と
中
津
川
の
両
市
が
連
携
す
る
こ
と

で
、
施
設
の
維
持
管
理
費
や
運
営
費
用
の

削
減
が
期
待
で
き
ま
す
。
両
市
の
ご
み
処

理
に
関
す
る
財
政
負
担
を
軽
減
す
る
た
め

今
回
の
合
意
と
な
り
ま
し
た
。

▲京都南部クリーンセンター
バイオガス化施設と焼却施設を併用し
た最新の処理方式を学びました

▲ごみ処理広域化に向けた基本合意書の締結式

❹
基
本
合
意
に
定
め
の
な
い
事
項
や

疑
義
が
生
じ
た
事
項
は
、
協
議
の
上

で
決
定
す
る
。

❶
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
や
中
継
施

設
、
最
終
処
分
場
、
付
帯
施
設
の
建

設
と
管
理
運
営
を
協
議
す
る
。

❷
施
設
の
対
象
地
域
は
、
構
成
団
体

の
行
政
区
域
と
す
る
。

❸
稼
働
目
標
年
度
は
、
令
和
１５
年
度

を
目
途
と
す
る
。

基
本
合
意

▲エコセンター恵那
※平成15年に供用開始した、本市のごみ処理施設。地
元との使用協定が令和14年度までとなっています

　恵那市と中津川市では、ごみ処理施設の老朽化などの共通の課題
に対応するため、ごみ処理の広域化に向けて話し合いをしています。
今回は、これまでの経緯と現状をお知らせします。

　　環境課志 26-6847

▲下呂市一般廃棄物最終処分場
屋根付きの最終処分場とした理由や施
設の仕組みを学びました

▲草津市立クリーンセンター
焼却施設とリサイクル施設を一体整備
した仕組みを学びました

こ
れ
ま
で
の
動
き
と
、
今
後
の
見
通
し

今後の見通し 先進地視察、施設内容の検討、建設候補地を選定

■
広
域
化
の
必
要
性

■
検
討
の
経
緯

　
今
後
の
協
議
を
進
め
る
た
め
に
は
、
検

討
す
べ
き
項
目
や
課
題
を
把
握
す
る
こ
と

が
必
要
で
す
。

　
ま
ず
は
、
両
市
で
異
な
る
ご
み
の
処
理

や
収
集
の
方
法
、
施
策
な
ど
を
比
較
し
、

検
討
項
目
を
抽
出
し
て
、
速
や
か
に
協
議

が
で
き
る
環
境
を
整
え
ま
す
。

　
同
時
に
、
事
業
全
体
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

も
策
定
し
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
広
域
化
の
効
果
と
課
題
を
整

理
し
て
両
市
の
共
通
認
識
と
し
て
再
確
認

し
、
令
和
１５
年
度
の
稼
働
に
向
け
、
基
本

構
想
・
基
本
計
画
の
策
定
、
建
設
地
の
候

補
地
選
定
、
一
部
事
務
組
合
の
設
立
な
ど

に
必
要
な
準
備
を
進
め
ま
す
。

　
今
後
も
、
本
紙

や
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

と
な
ど
で
新
た
な

情
報
を
随
時
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

▲市ウェブサイ
トごみ処理広域
化のページ

■
今
後
の
方
針

■
合
意
し
た
理
由

先進地視察、方針の検討 広域化の検討、協議開始基本合意

▲視察先では、担当者から説明を聞きました

、

問


